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くまもと市政だよりへの広告を募集中。販売代理店の株式会社ジチタイアド（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番096を省略しています●「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 　8月10日～31日 月曜日(全4回)午前
10時～11時半　 市高齢者技能習得セ
ンター 　スマホの使い方がわからない
とお悩みの方に向けた教室。開催中のパ
ソコン教室も受講するとスマホの理解
が深まります　 本市に住む60歳以上の
方 　10人程度(抽選) 　7月31日までに
郵送、ファクス(325-7616)、持参または
電話で〒860-0073西区島崎4丁目
2-95市高齢者技能習得セン

スマホ教室の講座申し込み
受付中

（高齢福祉課　☎328-2963）

無料

詳しくは市シルバー人材セン
ターホームページへ。

ター(☎325-7616)へ

 日 
 場 

 内 

 対 
 申  定 

 　7月31日（金）①午前10時半～②午後
2時半～　 Denkikan（中央区新市街
8-2） 　『ＭＩＮＡＭＡＴＡ－ミナマタ－』
（2020年 115分 日本語字幕あり・バリ
アフリーアプリ対応）　 水俣病を取材し
た写真家ユージン・スミスの実話をもと
にした映画  　①②ともに140人（先着
順）※1回の申し込みは5人まで。※参加
は①②のどちらか1回。※7月24日（金）ま
でに参加券を郵送。　 7月7日から電話
（☎334-1500）またはホーム

第69回ヒューマンライツ・
シアター（人権映画会）

ページ（higomaru-call.jp）でひ
ごまるコールへ

（人権政策課　☎328-2333）

 日 
 場 

 内 

 題 

 定 

 申 

無料

 　8月9日(日)～来年2月7日(日)（全13
回）　 8月9日（日）：午後2時～3時半／
第2回以降：第1日曜午後2時～3時半、第
3水曜午後7時～8時半 　男女共同参画
センターはあもにい　 暴力をやめて健
全なパートナー関係を築きたいと考えて
いる男性で、精神疾患やアルコール・薬物
依存がない方（託児有※要予約。） 　暴
力で人を押さえつけたり支配することの
ない人間関係の作り方を座学とワーク
ショップで学ぶ 　熊本DVアプローチ研
究会り・まっぷ 　 10人（先着順） 　3万
円　 7月5日午前9時から、ホームページ
内申し込みフォームまたは電
話で男女共同参画センター
はあもにいへ

ＤＶ防止教育プログラム（男性編）

 場 

 期 
 時 

 対 

 内 

 定  費 
 申 

（男女共同参画センターはあもにい
☎345-2550）

 師 

 　9月19日(土)・20日(日)午前9時～午
後6時半 　くまもと県民交流館パレア
パレアホール 　防災士資格を取得でき
る講座。防災士の資格と防災知識を習得
し、地域の防災士として活躍しませんか
　 本市に住む方で両日とも参加でき、熊
本市地域防災リーダー名簿へ登録可能
な方 　200人（先着順）　 5,000円（防
災士認証登録料） 　7月13日～21日に電
話（☎334-1500）またはホームページ
（higomaru-call.jp）でひごまるコールへ
※案内資料は8月上旬に郵送。
※住所、氏名、生年月日、電話番号が必要。
※手話通訳等を希望の方
は、申し込み時にお伝えくだ
さい。

 日 
 場 

令和８年度 防災士養成講座募集

 内 

 対 

 定  費 
 申 

（防災対策課　☎328-2360）

　本市に住む小・中学生で、交通事故で
親を失った方、または交通事故で親に 
重度の後遺障害が残った方に対し、援助
を行っています。

交通遺児の小・中学校入学および中学
校卒業時に、就学援助金を支給。
②図書カードの支給
教育用品購入補助として、交通遺児に図
書カードを支給。
　この援助は、皆さんから協力いただいた
交通遺児援助基金で運営しています。こ
の基金に賛同いただける方は、生活安全
課へ連絡ください。また、市庁
舎１階ロビーにも募金箱を設
置していますので、協力をお願
いします。

①就学援助金の支給

交通遺児援助基金への
ご協力について

（生活安全課　☎328-2397）

【援助の内容】

　気温が高くなるこれからの時期は、野
菜に葉が黄色くなる症状がみられるこ
とがあります。すいか・メロン・きゅうり・
トマトなどがタバココナジラミなどの害
虫によってウイルスに感染すると、生育
が非常に悪くなり、品質低下や収量の減
少といった大きな被害を受けます。農家
の方や、家庭菜園をしている方も、「周辺
を除草する」、「ウイルス病にかかった作
物を抜き取る」、「栽培終了後には速やか
に片付ける」などの対策を行い、地域ぐ
るみでのウイルス病のまん延防止に協力
をお願いします。
 　熊本県県央広域本部農
林部農業普及・振興課（☎
333-2779）、農業支援課

野菜のウイルス病まん延防止に
協力ください
～野菜を栽培する皆さんへ～

（農業支援課　☎328-2384）

 問 

 　７月24日（金）午前9時～午後4時 　
市動物愛護センター 　犬のしつけの悩
みに対する個別相談　 JAHA認定家庭
犬しつけインストラクター 　犬の飼い主
※ペット同伴可。　 10組(応募多数の場

わんにゃん相談コーナー
（犬のしつけ）

（市動物愛護センター　☎380-2153）

 日  場 
 内 
 師 

 対 
 定 

合抽選) 　７月14日まで（必着）に、はが
きに住所、氏名、年齢、電話番号、相談内
容を書いて〒861-8045東区小山2丁目
11-1市動物愛護センターへ

 申 

・散歩は涼しい時間に
　暑い時間帯に散歩をすると肉球がや
けどしてしまうため、アスファルトの温度
が下がった夜間や早朝に行いましょう。
また、いつでも水を与えられるように準
備しましょう。
・閉め切った車内に置いて行かないで
　それほど暑くない日でも車内は50℃
近くになる場合があります。
・保冷剤の活用を
　保冷剤やペットボトルを凍らせてタオ
ル等で巻いたものを準備しましょう。体
を冷やせます。
・扇風機よりエアコンの方が効果的
　犬は人のように全身から汗をかかない
ので、扇風機はあまり効果がありません。
・毛は刈り過ぎないように
　暑そうだからと毛を短くしすぎると、
紫外線や照り返しから皮膚を守る機能
が低下します。

　犬は人より、暑さに弱い動物です。暑
さ対策をしましょう。

犬も暑い日を快適に過ごせるように

（市動物愛護センター☎380-2153）

　本市では、年間約100頭の犬が捕獲・
保護されますが、そのほとんどが飼い主
のちょっとした不注意により迷子になっ
てしまった犬です。
・大きな音に注意
　夏は雷や花火などの大きな音によって
パニックになり、逃げ出しやすくなりま
す。雷が鳴りそうな日や花火大会の日
は、逃げ出さないように、事前に玄関な
どに入れておきましょう。
・迷子になった場合の対策を
　首輪に電話番号などを記した迷子札
を必ずつけましょう。犬の登録や狂犬病
予防注射を受けたときに交付される鑑
札や注射済票も迷子札として活用でき
ます。
・迷子になってしまったら？
　市動物愛護センターと最寄りの警察
署へすぐに連絡してください。市外の場
合は管轄の保健所へ。

雷や花火にご用心！

（市動物愛護センター☎380-2153）

 期  　７月１日（水）～９月８日（火）
ラブミン人権啓発作品を募集します

①一般の部　高校生以上の方

②小・中学校の部

③幼稚園・保育園・認定こども園の部

※応募用紙は区役所、まちづくりセン
ターで配布。市ホームページからもダウン
ロード可。

【応募方法等 ①～③共通】　 本市に住
むか通勤・通学する方 　①は応募作品
に住所、氏名（フリガナ）（学生は学校名・
学年）、電話番号またはメールアドレス、
雅号※を書いて、持参（平日のみ）か郵送
で〒860-8601熊本市人権啓発市民協
議会（市庁舎12階人権政策課内）へ。な
お、標語・川柳・肥後狂句・詩・メッセージ
については、下記のＱＲコードからの応
募も可能。②③は学校・園を通じて応募
してください。
※雅号とは、文人・画家・書家などが本名
以外につける風雅な名。
【表彰】部門別に選考し、入賞作品には表
彰状ならびに副賞を贈呈（最優秀賞、ラ
ブミン賞、優秀賞、入選など）
詳しくは、①は人権政策課、
②③は人権教育指導室
（☎328-2752）へ　

 対 
 申 

（人権政策課　☎328-2333）

【ポスター】B3またはB4判画用紙 【詩・
メッセージ】400字詰め原稿用紙1枚以
内 【標語】応募用紙またははがき1枚に3
点まで 【川柳】応募用紙またははがき1枚
に3句まで※自由課題。【肥後狂句】応募
用紙またははがき１枚に3句まで ※笠
（課題）「ありがたかｱ」「やおいかん」「新時
代」。【絵手紙】はがきサイズ（約100mm×
約140ｍｍ）

【絵・ポスター】約380ｍｍ×約540ｍｍ
の画用紙等 【短いメッセージ】規定の応
募用紙 【詩】規定の応募用紙

【ねえねえ先生】園ごとの応募 

→ →

　６月末日（予定）から、下記のエリアが
「沿道区域」と「届出対象区域」に指定さ
れます。指定後は、新たに電柱を設置す
る場合、設置前に道路管理者への届出
が必要になります。
【対象路線】国道57号
【対象区間】熊本IC～県庁通り入口交差
点まで約6.7km
【対象範囲】歩道を含めた道路との境界
から、6～７mの範囲内の民地 

国道57号における『沿道区域』および
『届出対象区域』の指定について

詳細は国土交通省ホーム
ページへ。 
 　熊本河川国道事務所　道路管理第一
課　（☎382-0617）
 問 

（道路保全課　☎328-2496）


